日本障害法学会・第10回大会（2025年11月29日，国士舘大学世田谷キャンパス）
市野川容孝「優生保護法国賠訴訟をめぐって」（報告要旨）


優生保護法国賠訴訟をめぐって：私自身の関わりから

市野川容孝（東京大学）

優生保護法に関する一時金支給法（2019年4月制定）の前文にある「我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする」という文言については、国の責任を曖昧にしているとの批判が向けられてきたが、訴訟という枠組みを離れて、戦後の日本社会を問い直なおすとき、優生保護法については「我々」が「それぞれの立場」で反省すべきだと私は考えている。日本障害法学会は、何をしてきた（してこなったのか）、お尋ねしたいが、その前に私自身のこの問題に対する関わりを記し、最後に論点を2つ提示したい。

· 1996年：
・市野川容孝「優生手術（＝不妊手術）について」（江原由美子編『生殖技術とジェンダー』勁草書房、1996年9月20日発行、379-385頁）。「優生保護法第3条中の「遺伝性疾患」と「らい疾患」を理由とした優生手術、また同第4条と第12条にもとづく優生手術は、この10年ほどでごく少数しか実施されていない。そうした事実を背景にして、今回の改定案も国会で可決されたのだろう。しかし、優生保護法の改革、いや撤廃は実利的にではなく、あくまで正義（justice）の観点からなされるべきでものである。つまり、これらの優生手術はもはや不必要だから撤廃されるのではなく、正義に反するがゆえに撤廃されるのである。正義に反するものとして撤廃するとはどういうことか。それは、今日の観点から不正であるとされる過去の出来事に対して、正義を修復するための措置（損害賠償、補償など）を可能にしていくということである」。

· 1997年：
・厚生大臣小泉純一郎宛要望書「旧優生保護法による強制不妊手術の被害者に対する謝罪と補償について」（9月16日付）。以後、何回か厚生（労働）省と交渉。
・市野川容孝「強制不妊手術をめぐる日本とドイツの戦後」緊急集会『北欧だけじゃない強制不妊手術』（11月13日，豊島区民センター）。
・強制不妊手術に対する謝罪を求める会（→優生手術に対する謝罪を求める会）、被害者ホットライン（11月24日・25日・26日）。飯塚淳子さん（仮名）とつながる。

· 1998年：
・国連規約人権委員会に対してDPI日本会議が自由権規約に関するカウンターレポートを提出し、優生保護法下の強制不妊手術の問題を盛り込む。同委員会の最終見解で「31．委員会は、障害をもつ女性の強制不妊の開始を認識する一方、法律が強制不妊の対象となった人たちの補償を受ける権利を規定していないことを遺憾に思い、必要な法的措置がとられることを勧告する」。

· 1999年：
・1月、TBS『報道特集』が飯塚淳子さんを中心に、優生保護法下の強制不妊手術について報じる。優生手術に対する謝罪を求める会、2回目の被害者ホットライン。
・市野川容孝「福祉国家の優生学」『世界』同年5月号。
・10月16日、集会「あれから3年──『優生保護法』は変わったけれど」で飯塚さんが発言。同月18日、第3回厚生省交渉で担当者は「優生手術は合法的になされた。したがって、調査は不要。人権は十分配慮されていた」と回答。

· 2001年：
・5月、ハンセン病国賠訴訟熊本地裁判決。
・8月、求める会、多磨全生園の平沢保治さんを訪れ、ご自身の不妊手術について聞き取りをする。1941年、14歳のときに多磨全生園に入所。1950年、23歳のとき、結婚を認めてもらう条件として不妊手術を受けさせられた。「優生保護法が正当化してきた優生思想は、私たちハンセン病者だけでなく、精神障害者、知的障害者、身体障害者の人たちを深く傷つけてきました」「そういう人たちとつながりながら、優生思想を問いなおし、反差別の闘いを進めてゆくことが、私に残された人生の課題だと思っています」（平沢保治「決して許せないこと──ハンセン病者への優生手術」優生手術に対する謝罪を求める会編『優生保護法が犯した罪』現代書館，2003年，79-83頁）。

· 2002年：
・市野川容孝「優生思想とハンセン病者」ハンセン病・国家賠償請求訴訟を支援する会編『ハンセン病問題　これまでとこれから』（日本評論社、2002年5月11日刊行，119-136頁）。

· 2003年：
・優生手術に対する謝罪を求める会『優生保護法が犯した罪』（現代書館，9月10日刊行）。

· 2004年：
・3月24日、参議院厚生労働委員会で福島みずほ議員が強制不妊手術について質問。政府参考人（伍藤忠春氏）は「旧優生保護法に基づく優生手術、これは（…）本人の同意を得ない場合には医師の申出に基づいていろんな審査機関を経て、不服があれば申立てをできると。いろんな厳正な手続の下に行われておったものでございまして（…）強制不妊の対象となった方々の補償を受ける権利というものを認める新たな法的措置を取ることは困難ではないかというふうに考えております」と回答。坂口力厚労大臣は「現在から考えるならば、そうしたことは行われるべきでなかったという御意見がかなりあることも事実でございますし、私もそう思う一人でございます」、しかし「今はそこ［＝実態調査や補償］まで考えて、率直なところ、おりません」と回答。
・4月12日付で、優生手術に対する謝罪を求める会、浅野史郎宮城県知事に公開質問状。浅野知事は「しかし、県としては、当時国が定めた法律に基づき実施したものであり、この問題は、知的障害者の福祉施策の変遷過程での国の政策の問題であると理解しております。地方公共団体が謝罪し補償するということは責任の所在を不明確にするものであり、県としてむずかしいと考えておりますので、御理解くださるようお願いいたします」（質問状と知事の回答は『福祉労働』104号に掲載）。なお、後に浅野史郎氏は「私自身、1987～89年に旧厚生省障害福祉課長を務め、障害者の人権を守ることを一番大切にしてきた。知事時代（93～2005年）にも障害者の地域移行を促す「施設解体宣言」を行ってきた。人間の尊厳に関わる障害福祉行政に心を砕き、新風を吹かせてきた自負がある。そのような私が、なぜこの問題に気づかなかったのか。そうしたことに対する負い目がある。旧法の実態を知ったのは、2018年に宮城の原告が国賠訴訟を提起したときの報道がきっかけだ」と述べている（毎日新聞，2024年7月3日付）。

· 2008年：
・10月25日、障害学会・第5回大会、シンポジウム1「スティグマの障害学」、市野川容孝「水俣病とハンセン病から障害学が学ぶべきもの」にて。「合理的配慮について、私なりの観点から一つ問題提起をしておきたいと思います。優生手術に対する謝罪を求める会として、私たちは旧厚生省、現厚生労働省の担当者の方々と何度かお会いして、然るべき対応を求めてきたのですが、私たちがその場で繰り返し受けとったのは、「強制的な不妊手術は、当時としては合理的で合法的なものだった」という主旨の言葉です。（…）何が「合理的」であるかは、この関係、もう少し踏み込んで言えば「力」関係の中で、その都度、決められていく、という構造があると私は思います。今日ではその非合理性が公的にも確認された日本のハンセン病施策ですが、これもまたかつては「合理的配慮」の枠内に入れられていたと言えないでしょうか。障害者の権利条約は、「合理的配慮」に「不釣り合いな又は過重な負担を課さないもの」という条件を加えていますが、負担に言及するこの付帯条件は、既存の可能性剥奪（ディスアビリティ）を解消していく方向ばかりでなく、むしろこれを正当化し続ける方向にも機能しうるのではないか、少なくともその逆の可能性が排除されていないのではないか、と私は思います」。

· 2009年：
・8月20日、民主党政権誕生。「民主党政権が誕生したとき、私たちの期待は少し膨らんだ｡民主党のある議員が野党時代に、私たち求める会の活動をそれなりに支援してくれていたからだが、与党になると、その対応は冷淡になり、私たちが訴えてきた立法による補償の実現は、民主党政権下でも全く手が付けられず、問題は放置された」（市野川容孝「反優生と障害学」『障害学の展開』明石書店，2024年，12-29頁）。

· 2013年：
・8月18日、施設入所の条件として受けさせられた自身の不妊化措置（卵巣へのコバルト照射）について語ってくれた広島の佐々木千津子さん急逝（享年65）。
・8月20日、飯塚淳子さんが新里宏二弁護士（後に全国優生保護法被害弁護団共同代表）に出会う。9月6日、優生手術に対する求める会を代表して、市野川容孝が東京の弁護士会館で新里に面会。

· 2014年：
・1月20日、日本政府、障害者権利条約を批准。その第23条と第25条は障害者の性と生殖に関する健康と権利（SRHR）の保障を締約国に求める。

· 2015年：
・6月23日、飯塚淳子さん、日弁連に人権救済の申立て。

· 2017年：
・日弁連、2月16日付で「旧優生保護法下において実施された優生思想に基づく優生手術及び人工妊娠中絶に対する補償等の適切な措置を求める意見書」を発表。

· 2018年：
・1月30日、優生保護法下で不妊手術を受けさせられた佐藤由美さん（仮名）、仙台地方裁判所に国賠訴訟を提訴。5月、飯塚淳子さん他、計3名がこの提訴に加わる（最終的には原告は計38名に）。

· 2020年：
・1月16日、優生保護法国賠訴訟の原告側証人として市野川容孝、東京地裁にて証言。それに先立って提出された陳述書（2019年12月13日付）で次のように述べる。「優生保護法の問題点としては、一つには、今申し上げた、本人が気づかない形で実施するということが、強制の実態だったということがあると思います。それゆえ、被害に気づかない、気付いたとしても、かなり後になってから、場合によっては二十年、三十年後ということもありうるということです。しかし、それほど後になってからでは、除斥期間等の制限ゆえに、法的に補償が受けられない。／もう一つ、優生保護法はその第一条で、「不良な子孫」の出生の防止を目的の一つとして記していましたが、この「不良な子孫」という概念そのものが被害者とその家族にもたらしたであろう傷です。／先ほど、自分の受けた不妊手術が優生保護法によるものだと認識している人は多くないと申しましたが、そうだと認識している人も、自分の被害を公的に訴えることはできなかったと思います。強制的な不妊手術を受けさせられたということは、「不良な子孫」とのスティグマを公的機関によって押されたということです。一体、誰が、自分が「不良な子孫」とされたことを、進んで人に言ったりするでしょうか。／他方、家族の人で、自分の子どもや兄弟姉妹が受けさせられた不妊手術が優生保護法によるものだと認識していたケースは少なくないと思います。しかし、優生保護法の「不良な子孫」というスティグマは家族にも及びます。一体、誰が、自分の家族が優生保護法によって不妊手術を受けさせられたと公言したりするでしょうか。それを公言するというのは、自分もまた「不良な子孫」の一員であると認めることに等しかったはずです。／自分や自分の家族が被った被害を公言できないという状況を、優生保護法の「不良な子孫」という言葉が何十年にもわたってつくり出してきたということは、あらためて強調されなければならないと思います。気付かせないようにする、という第一の問題に加えて、「不良な子孫」という言葉ゆえに、自分たちの被害が長らく公言できなかったという第二の問題が、この問題に社会的な光が長らくあてられなかった理由の一つになっていると思います」。

· 2024年：
・7月3日、最高裁、20年の除斥期間を適用せず、原告側の訴えを認め、国に損害賠償を命じる。

【論点】
1. 障害者の人権の乱視。「障害の人権モデルには、こう言ってよければ、障害者の人権の乱視が必要なのである。すなわち、複数の法規範（現行個別法と憲法、国内法と国際法、等）に照らして、障害者の人権の像をあえてダブらせて、現状を相対化し、攪乱し、批判するということがなければ、厚労省関係者が私たちに繰り返したような「合法だったから問題はない」の一言で片づけられてしまう」（市野川容孝「反優生と障害学」前掲）。
2. 日本国憲法第13条をめぐって。「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」。優生手術の実施に際して「身体の拘束、麻酔薬施用又は欺罔等の手段」を用いることは「基本的人権の尊重という点」から見て問題はないか、との厚生省の1949年9月20日付の問い合わせに対する、法務府の同年10月11日付の回答。これらの方法にもとづく優生手術の実施が「基本的人権の制限を伴うものであることはいうまでもないが、そもそも優生保護法自体に「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」という公益上の目的が掲げられている（第1条）上に、強制優生手術を行なうには、医師により「公益上必要である」と認められることを前提とするものである（第4条）から決して憲法の精神に背くものであるということはできない（憲法第12条、第13条参照）」。
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